
＜介護給付費単位数等サービスコード表の追加内容について＞

○介護サービス

・Ⅰ 居宅サービスコードの「３ 訪問看護サービスコード表」のイの(3)、(4)、ロ

の(3)、(4)及び指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

の場合の30分以上１時間未満に『２人以上による場合(30分未満)＋254単位』のサ

ービスコードを追加

○介護予防訪サービス

・Ⅰ 介護予防サービスコードの「３ 介護予防訪問看護サービスコード表」のイの

(3)、(4)、ロの(3)、(4)及び指定介護予防訪問看護ステーションの理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士の場合の30分以上１時間未満に『２人以上による場合(30分

未満)＋254単位』のサービスコードを追加


